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日増しに寒さが加わってまいりました

が、皆様いかがお過ごしでしょうか。

私は初の「決算特別委員会」の委員とし

て定例会閉会から約１カ月間、県の事業全

体を網羅した審査を行ないました。

積み上げたら１メートル以上にもなる

ような膨大な行政資料と日々睨めっこの

毎日でしたが、おかげさまで自分が所属す

る委員会以外の課題についても、きめ細か

く認識を深める事ができました。

今後もより一層、県政改善に情熱を注ぎ

込み、一つ一つの成果につなげて参るよ

う、精進して参りますので、ご指導ご鞭撻

宜しくお願い致します。 菅原文仁

９月定例会報告
９月２０日から１０月２０日を会期と

する県議会定例会についてご報告いたし

ます。

はじめに、知事提出の議案としては、約

６３億７８００万円を増額補正する「平成

２５年度一般会計補正予算」をはじめ、戸

田市に関わる「屋外広告物条例」の改正な

ど、２７議案が提案されました。

県議会としては２５議案を原案のとお

り可決・同意しました。また「平成２４年

度決算関連の２議案」については継続審査

として決算特別委員会に審議を委託いた

しました。

次に、議員提出の議案としては、「埼玉

県・山西省友好県省締結３０周年」親善訪

問団の議員派遣を中止する議案をはじめ

「竜巻への対策強化を求める意見書」や

「高校日本史教科書採択の再審査を求め

る決議」など、１０議案が提出されました。

私の所属する会派「刷新の会」としては、

自民党が提出した「新たな森建設について

の執行停止を求める決議」には反対いたし

ました（詳細は裏面）が、決議案は賛成多

数で可決（賛成５２・反対３５・退席１）

されました。

他の議案については賛成し、議会提出議

案の１０議案が可決されました。

本人の活動写真

８月１８日（日）＠戸田ふるさと祭り

祭りの会場入り口で交通整理

９月１７日（火）＠県庁知事応接室

知事に竜巻・台風１８被害対策の緊急要望を提出

１０月２１日（月）＠入間市（県茶業研究所）

県が開発した茶品種と風評被害の回復状況を視察

１１月２日（土）＠埼玉新聞朝刊

決算委員会の教育委員会に対する質問が掲載！！

▼可決された知事提出議案の主な内容
一般会計補正予算

増額補正は 63億 7767万を認め、平成 25年度

の一般会計予算の累計額は 1 兆 6,854 億 5,610

万円となりました。

（１）大規模災害に対する備えの強化

県立公園に整備するかまどベンチ（②）

①緊急輸送道路の橋りょう耐震補強②県営公園の防災整

備③県立学校の体育館の天井落下防止対策④警察署等へ

非常用発電装置を整備・更新

19 億 2,995 万円

（２）さいたま新都心医療拠点の整備
①発達障害支援拠点②総合医局機構の整備

1 億 1,319 万円

（３）復興関連基金の国への返還金
復興予算の予算未執行分を全額返還

8 億 4,073 万円

水道用水供給事業会計
県営水道送水管を活用した、震災時の応急給

水拠点を、２年間で３００か所整備します。
6,067 万円

応急給水拠点のイメージ

病院事業設置等に関する条例の一部改正

12 月にオープンする県立がんセンター新病院

の開院に伴い、同病院の病床数を 400床から 503

床に改め、特別病室使用料の一日当たりの上限

額を 1万 5千円から 2万 5千円に改めます。

新築される県立がんセンター（伊奈町）

屋外広告物条例の一部改正
県の事務の一部を景観行政団体の戸田市に権

限移譲するための改正です。これにより戸田市

は、①禁止する地域や物件の指定、②広告物の

面積や色彩等に関する制限、③違反広告物に対

する措置の事務手続き等が可能となります。
裏面につづく

すがわらレポートは定期的に発行する

気軽な議会報告です。（Wordで作成）

菅原文仁【略歴】昭和５０年７月３０日生まれ（３８歳） 戸田市立美谷本小学校 同美笹中学校 埼玉県立伊奈学園総合高校 日本体育大学卒業（教員

免許取得）明治大学大学院修了（公共政策学修士）元社会体育会社（現ＮＰＯ法人）代表 【政治歴】２９歳当時、地盤（後援会）看板（知名度）カバン

（お金）なしで政治に挑戦を決意。平成17年 1,993票を賜り市議当選（第2位）平成21年 4,143票を賜り市議再選（歴代1位）平成23年 16,350票を賜り県議

初当選（歴代1位）【所属】県議会「刷新の会」幹事長代理 青年地方議員の会会員 戸田市体操協会会長 埼玉坂本龍馬会幹事 日本自治体危機管理学会

所属 【趣味】読書 史跡巡り Ｂ級グルメ探し【特技】バク転 のび太並みの早寝 【座右の銘】上杉鷹山翁の「なせば成る、なさねば成らぬ、何事も」

【家族】父、母、妻、子供1人、犬1匹 【夢】努力した人が報われる社会を実現すること
（後援会討議資料）※ホームページ、Twitter、Facebook、Amebaでも情報発信しています！県政に関するご意見ご要望、いつでもご連絡お待ちしております！



埼玉県議会議員（無所属）すがわら文仁レポート 56号

▼可決された議員提出議案の主な内容
竜巻の対策強化を求める意見書（賛成）

9月 2日、16日に県内を襲った竜巻被害への

支援強化を求める意見書です。求めたのは以下

4 点についてです。①竜巻に対する被災者生活

再建支援法の適用基準の市町村単位の見直し

②弾力的運用中小企業への資金調達支援や女

性制度創設③農地復旧への財政支援④竜巻観

測体制の確立と迅速な災害情報の伝達など

竜巻の直撃により倒壊した家屋（9 月 4 日撮影）

新たな森建設についての執行停止を求め

る決議（刷新の会は反対）

決議提案者の自民党も含め、今年度の予算で

可決した「新たな森建設事業」について、予算

執行の停止を求める決議です。

採決の結果、自民、共産、無所属 1人（計 52

名）が賛成。公明、民主、社民、刷新、無所属

6名（計 35名）が反対となりました。（退席１）

私は、会派の会議で、以下の３点を挙げて、

反対の理由を述べました。

①決議文には「議決後の様々な情報が寄せら

れる中で多くの疑義を生じさせている事業で

あることが表面化した」さらに「当該事業は、

特定の関係者の利益の為に、事業手続きを恣意

的に変更・運用した疑いを持たざるを得ない」

等の文言が並ぶが、新事実もなく、これら「疑

い」の根拠が明確でない。

②また、新たな森の防災機能に関する部分を

行政側の「重大な瑕疵」としているが、議会は

予算審議でも正当にその点を指摘する機会が

あったので、ここには行政の瑕疵はない。

③そもそも一度議会が下した議決を、今さら

翻すのは議会自らが怠慢を示すようなもので

ありこの説明ができない。というものです。

私としては、公の立場である議会が推測や疑

いの域を出ない現時点で結論を出すことなど、

県民に責任ある立場としてできません。

決議は可決しましたが、法的拘束力はなく、

上田知事は早速「慎重にやれということだと受

け止める」として、事業の継続を表明しました。

討論やマスコミの報道でも明らかになった

ように、この問題は自民党議員の除名と軌を一

にしており、党内の政局争いの延長戦を議会に

持ち込まれたと言っても過言ではありません。

党派を超えて、志ある若手議員が声をあげな

ければ、埼玉県政は「古いまま」だと思います。

他の意見書・決議は以下の通りです。
○給油所の過疎地問題の解消に関する意見書

○青少年を有害情報から守るため青少年インターネ

ット環境整備法の見直しを求める意見書

○子ども・子育て支援の推進を求める意見書

○八ッ場ダムの一日も早い完成を求める意見書

○高校日本史教科書採択の再審査を求める決議

▼会派として提出した意見書
①被災者生活再建支援制度の早期見直しを求める意見

書（菅原提案）

②スポーツ庁の早期設置を求める意見書（菅原提案）

③年少扶養控除の復活を求める意見書（菅原提案）

④八ツ場ダム建設推進、事業の完成を求める意見書

⑤教科書検定制度を根本的に見直し教科書法の改正を

求める意見書

※会派として提出した意見書案は、議会運営委員会にお

いて各会派の調整の上、議案にするかどうかを決められ

ます。今回、私は３つの意見書を提案し、会派として合

計５案を提案しました。①④の２案の意見書については

他の会派と趣旨同様として他案に吸収され、残る①②⑤

の３案については、残念ながら「ボツ」となりました。

その他の報告
▼政務活動費の公開報告

平成 24 年度中に交付された私の県政活動費の

収支を報告いたします。（5,880,000 円支給）

　県政活動費は公費として県議会事務局で厳正に使途を
確認されます。上記以外にも、例えばスタッフ人件費や
事務所家賃などは「按分」により一部自己負担するルー
ルとなっており、その財源は賜りましたカンパと自費か
ら充当しております。（平成24年度1,727,163円）

編集後記
凄まじい破壊力で家屋や生活を根こそぎ奪う巨

大な台風や竜巻などの異常気象が世界各地を襲っ

ています。埼玉県では、9 月 2 日と１６日に越谷

市、熊谷市を中心に発生した竜巻により、甚大な

被害が発生しました。

私も現地に駆け付け、竜巻の通り道となった地

域の被害状況を確認し報告するなど、できる限り

の支援をさせていただきました。現在、地元市町

や埼玉県を挙げて被災地の復旧に取り組んでおり

ます。

被災された方々の生活を復旧させるために作ら

れた「被災者生活再建支援法」の規定では、残念

ながら１０世帯以上の住宅が全壊した市区町村で

ない松伏町が、同じ被害を受けながらも適用外と

なってしまうなど、制度の想定を超えておりまし

た。他県に比べて埼玉県の独自支援対策が手薄と

なっていたこともあり、早急に会派の検討会議を

開き、9 月１７日に上田知事に緊急要望をさせて

いただきました。また、国に対しても意見書を提

出させていただくように求めました。

比較的災害が少ないと言われていた埼玉県です

が、今回の被災を教訓として、「レアケース」にも

対応していななければならないと痛感しました。

地域防災計画にも、竜巻や突風対策を追加する

ことはもちろん、富士や赤城などの火山噴火対策

なども書き込み、各自治体の危機管理能力を高め

ていかなければならないと考えております。

結びに、１１月 8 日にフィリピンに上陸した台

風により被災された方々、また１０月１６日未明

に伊豆大島を襲った豪雨・土砂災害により被災さ

れた大島町の皆様に、謹んでお見舞いと哀悼の意

を表します。一刻も早い被災地の復旧を願い、埼

玉県として何ができるのかを考えて参ります。

健全な政治を支えるカンパ募集
菅原文仁は、政党、団体、企業の支援は受けず、しがらみのない無所

属で活動を続けておりますが、健全な民主主義には資金も必要です。そ

こで政治姿勢にご理解を頂ける個人の皆様からの浄財（カンパ）を募集

しております。ご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い致しま

す。（法律で外国籍の方からの寄付は受けられません）

※カンパを賜りました方は、お手数ですがＥメール・ＦＡＸ・電話のい

ずれかにて、①お名前、②ご住所、③電話番号、④寄付金の額、につい

てご一報お願い申し上げます。また県議会議員への寄付は寄付金控除の

対象となります。詳しくは事務所にご連絡下さい。

振込口座：ゆうちょ銀行 口座番号：00180-1-782048

(他の金融機関からの振込)店番：019 店名：〇一九店(ゼロイチキュウ店)

口座番号：0782048 すがわら文仁サポーターズ

本人の一行日記

８月（葉月）
1 日 地域訪問と市民相談（市内）

2 日 町会盆踊り大会に出席（市内）

3 日 戸田橋花火大会に出席（市内）

4 日 町会盆踊り大会に出席（市内）

5 日 金野市議市政報告会に出席（市内）

6 日 農林行政関係の調査ヒアリング（県議会）

7 日 町会盆踊り大会に出席（市内）

8 日 町会盆踊り大会に出席（市内）

9 日 菅原レポートのポスティング（市内）

10 日 １２時間マラソン駅頭活動（市内）

11 日 町会盆踊り大会に出席（市内）

12 日 体操競技全国大会に応援参加（渋谷区）

13 日 体操競技全国大会に応援参加（渋谷区）

15 日 靖国神社を参拝（千代田区）

16 日 戸田ふるさと祭りの準備（市内）

17 日 戸田ふるさと祭りの運営スタッフ（市内）

18 日 戸田ふるさと祭りの運営スタッフ（市内）

19 日 議会関係の打ち合わせ（県議会）

21 日 市体育協会理事会に出席（市内）

22 日 青年地方議員の会勉強会に参加（さいたま市）

23 日 地域訪問と市民相談（市内）

24 日 町会夏まつりに出席（市内）

25 日 すがわら事務所にて市民相談（市内）

26 日 地域訪問と市民相談（市内）

27 日 福祉行政関係の調査ヒアリング（県議会）

28 日 学生ディベート大会に参加（さいたま市）

29 日 地域訪問と市民相談（市内）

30 日 埼玉県地域振興センターに視察（川口市）

31 日 民間体操競技施設の落成式に出席（甲府市）

９月（長月）
1 日 市ソフトボール大会開会式参加（市内）

2 日 体育協会理事会に出席（市内）

3 日 地域訪問と市民相談（市内）

4 日 竜巻被災地を訪問調査（越谷市他）

5 日 参議院会館にて外交勉強会に参加（千代田区）

6 日 埼玉県消防学校実科査閲式に出席（鴻巣市）

7 日 戸田市敬老会に出席（市内）

8 日 町会敬老食事会に出席（市内）

9 日 教育行政関係の調査ヒアリング（県議会）

10 日 埼玉県畜産協議会に出席（熊谷市、上里町他）

12 日 すがわら事務所にて事務作業（市内）

13 日 県立特別支援学校を視察（和光市）

14 日 中学校運動会に出席（市内）

15 日 埼玉スマイルウーマンフェスに参加（さいたま市）

17 日 知事に竜巻被害の緊急要望を提出（県庁）

18 日 地域訪問と市民相談（市内）

19 日 台北駐日代表処にて日台議連の表敬訪問（港区）

20 日 本会議 9 月定例会開会（県議会）

21 日 中学校運動会に出席（市内）

22 日 地域訪問と市民相談（市内）

24 日 提出議案の調査ヒアリング（県議会）

25 日 提出議案の調査ヒアリング（県議会）

26 日 提出議案の調査ヒアリング（県議会）

27 日 本会議一般質問（県議会）

28 日 福祉施設公開に視察（市内）

29 日 総合防災訓練に参加（市内）

30 日 本会議一般質問（県議会）

１０月（神無月）
1 日 本会議一般質問（県議会）

2 日 本会議一般質問（県議会）

3 日 本会議一般質問（県議会）

4 日 県食肉衛生検査センターを視察（和光市）

5 日 市シルバースポーツ大会開会式に出席（市内）

6 日 市グランドゴルフ大会開会式に出席（市内）

7 日 警察・危機管理防災常任委員会の審査（県議会）

8 日 提出議案の調査ヒアリング（県議会）

9 日 緊急経済対策特別委員会の審査（県議会）

10 日 北戸田再開発事業施設竣工祝賀会に出席（市内）

11 日 本会議 9 月定例会が閉会（県議会）

12 日 地域福祉まつりに参加（市内）

13 日 埼玉県ジュニア体操競技大会に出席（熊谷）

15 日 県立循環器・呼吸器病センターを視察（熊谷市）

16 日 上下水道関係の調査ヒアリング（県議会）

17 日 決算特別委員会の審査（県議会）

18 日 埼玉県戦没者追悼式（さいたま市）

19 日 西部浄水場応急給水訓練に参加（市内）

20 日 ハンドベルサークルの記念演奏会に出席（市内）

21 日 県立茶業研究所を視察（狭山市）

22 日 決算特別委員会の審査（県議会）

24 日 市体育協会理事会に出席（市内）

25 日 決算特別委員会の審査（県議会）

26 日 ビリーブフェスタに参加（市内）

27 日 ピンクリボンウォークに参加（市内）

28 日 決算特別委員会の審査（県議会）

30 日 決算特別委員会の審査（県議会）

31 日 決算特別委員会の審査（県議会）


